
「古いクライアントソフトウェアが使われています。」 

と警告表示された場合の対応について 
 

政府機関の暗号アルゴリズムの移行指針にもとづき、よりセキュリティが高い新暗号方

式に順次変更となります。 

2014年９月５日以降、電子入札システムにログインするときに下記のメッセージが表示

される場合があります。本メッセージは、ご利用の電子入札用クライアントソフトウェア

のバージョンが古い為、新しいソフトウェアへのバージョンアップを促すメッセージとな

り、「了解」ボタンをクリックする事で今まで通り処理続行できます。 

 

 
 

ＩＣカードご購入の認証局に確認の上、早めに新しいクライアントソフトウェアにバー

ジョンアップして頂きますよう、お願い致します。 

 各認証局への問合せは、こちらを参照下さい。 

 

http://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/linkpage/link5/link5j/link5j-3toiawaseitiran.htm

